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「株主優待制度の変更」に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成 23 年１月 31 開催の取締役会において、株主優待制度の変更について決議いたしまし

たので、お知らせいたします。 

 

 

以 上 
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株主優待制度の変更について 
 

ＡＮＡは、当社株式を１，０００株以上ご所有の株主の皆さまに発行している「株主優待券」と「株

主特別優待券」について、２０１１年度上期発行分（有効期間：２０１１年６月１日～２０１２年５月３１

日）より、制度変更をいたします。 

なお、既に株主の皆さまへお送りしている２０１０年度の「株主優待券」、「株主特別優待券」につ

いては、現行制度が適用されます。 

主な変更点は以下の通りです。 

 

１．「株主特別優待券」の有効期間の延長 

「株主特別優待券」の有効期間を、「１２月１日から翌年１１月３０日」の１年間に延長します。 

有効期間 
株主優待 発行基準日 

現行制度 新制度 

株主優待券 
３月３１日 

（５月下旬発送） 

６月１日～翌年５月３１日 

（１年間） 

６月１日～翌年５月３１日 

（１年間で変更なし） 

株主特別優待券 
９月３０日 

（１１月下旬発送） 

１２月１日～翌年５月３１日 

（半年間） 

１２月１日～翌年１１月３０日

（１年間） 

 

２．「有効期間」を「購入可能期間」から「搭乗可能期間」へ変更 

優待券の有効期間を搭乗可能期間として明示することにより、分かりやすくなります。 

現行制度では、優待券の有効期間内に優待券を使用して航空券をご購入いただければ、航空

券の有効期間内*1 のご搭乗が可能でしたが、新制度では航空券の発行日（決済・支払日）に係わ

らず、優待券の有効期間内かつ航空券の有効期間内*1 がご搭乗可能な期間*2 となります。 

有効期間の考え方 
株主優待 

現行制度 新制度 

株主優待券 

株主特別優待券 

 

優待券の有効期間内に航空券をご購入。

ご搭乗は航空券の有効期間*1 に準ずる。

優待券の有効期間内かつ 

航空券の有効期間内にご搭乗*2。 

*1 ご予約がある場合は、当該ご予約便に限り有効。ご予約がない航空券の場合、原則として発行日（決済・支払

日）及び発行日（決済・支払日）の翌日から９０日間が航空券の有効期間となります。 

*2 優待券の有効期間内にご購入いただき、優待券の有効期間満了日が、航空券の有効期間満了日よりも先に到

来する場合、ご搭乗日に有効な優待券が別途必要となります。ご搭乗日に有効な優待券をお持ちでない場合

は、ご搭乗日当日にご購入可能な運賃（一部運賃は除く）との差額をお支払いいただくことで、航空券の有効期

間内のご搭乗は可能となります。 
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３．航空券お支払い方法の拡大・航空券お支払い期限の設定 

２０１１年６月１日（水）以降のご予約*3については、他の運賃同様に、インターネット、ＡＮＡ国内

線予約・案内センター（コンビニエンスストア、銀行振込など）でお支払いが可能となります。 

現行制度では、インターネットやＡＮＡ国内線予約・案内センターでご予約いただいた場合は、

航空券のご購入はご搭乗便出発時刻の２０分前までに空港カウンター、空港に設置された自動

チェックイン・購入機などでお支払いいただく必要がありましたが、新制度では、インターネットやＡ

ＮＡ予約・案内センターでのご予約と同時に航空券をご購入いただけるようになります。また、こ

れまで通り、事前の座席指定も可能*４です。優待券については、ご搭乗日前までに ANA 市内・空

港カウンターで回収、または、ご搭乗日当日に空港設置の自動チェックイン・購入機などで回収さ

せていただくこととなります。併せて、他の運賃同様に、航空券お支払い期限を設定いたします。 

*3 ２０１１年度上期に発行する「株主優待券」のご利用にあたり、２０１１年４月１日から２０１１年５月３１日にご予約

いただいた場合は、現行制度に則り、航空券のご購入はご搭乗便出発時刻の２０分前までとなります。２０１１

年６月１日以降のご予約は、新制度が適用されます。 

*4 座席指定受付日がご搭乗日を含め３日前以降から当日となる場合は、航空券をご購入後のみ座席指定が可能

です。 

航空券お支払い方法 
株主優待 

現行制度 新制度 

株主優待券 

株主特別優待券 

ＡＮＡ市内・空港カウンター、空港設置の

自動チェックイン・購入機（一部空港を

除く）、ＡＮＡ取扱旅行会社など 

インターネット、ＡＮＡ国内線予約・案内

センター（コンビニエンスストア、銀行振

込）、ＡＮＡ市内・空港カウンター、空港

設置の自動チェックイン・購入機（一部

空港を除く）、ＡＮＡ取扱旅行会社など 

 

航空券お支払い期限 
株主優待 

現行制度 新制度 

株主優待券 

株主特別優待券 

ご搭乗便出発時刻の２０分前まで 

■ご搭乗日の３日前までのご予約 

ご予約日を含め３日以内 

■ご搭乗日の２日前から当日のご予約 

ご搭乗便出発時刻の２０分前まで 

 

■ご利用の流れ 

 

 

* ＡＮＡ市内カウンター、ＡＮＡ取扱旅行会社をご利用の場合は、航空券お支払い期限の設定の他は現行制度と

変更ありません。「ご予約・ご購入・座席指定・優待券回収」を同時に行いますので、ご搭乗日にスキップサー

ビスをご利用いただけます。 

* 「ご予約・ご購入・座席指定」は、ご搭乗の２ヶ月前の同一日９：３０から可能です。 

 

４．その他 

発行基準等、上記以外の制度変更はございません。 

以上 

インターネット、国内線予約・案内セ

ンターなどで 
「ご予約・ご購入・座席指定」 

空港設置の自動チェックイ

ン・購入機（一部空港を除く）

で「優待券回収」 

ご出発前までに ご搭乗日当日

ご搭乗 
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